
第１ 審 査 の 概 要 

  １  審 査 の 対 象 

 （１）平成１６年度東京都一般会計 

 （２）平成１６年度東京都特別会計 

                     特別区財政調整会計 

                     地方消費税清算会計 

                     小笠原諸島生活再建資金会計 

                        母子福祉貸付資金会計 

                        心身障害者扶養年金会計 

                        中小企業設備導入等資金会計 

                        農業改良資金助成会計 

                        林業改善資金助成会計 

                        沿岸漁業改善資金助成会計 

                        と場会計 

            都営住宅等事業会計 

                        都営住宅等保証金会計 

                        都市開発資金会計 

用地会計 

                        公債費会計 

                        多摩ニュータウン事業会計 

                        市街地再開発事業会計 

                        臨海都市基盤整備事業会計 

 （３）財  産 

 

  ２  審 査 の 方 法 

      知事から提出された一般会計及び特別会計の歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収

支に関する調書及び財産に関する調書について審査した。 

      審査に当たっては、 

    （１）決算計数は、正確であるか 

    （２）予算の執行は、適正かつ効率的になされているか 

    （３）資金は適正に管理され、効率的に運用されているか 

    （４）財産の取得、管理、処分は、適正に処理されているか 

    などに主眼を置き、決算書等及び証拠書類の照合等を行うとともに、関係部局から決算についての説

明を聴取するなどの方法により審査を実施した。 

 

  ３ 審 査 の 期 間 

      平成１７年７月２１日から同年９月７日まで 

 

 - 1 -


